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平成 年 月 日（火）

号外第 号
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毎週火 金曜日発行･

公布 条例

◇ 鳥取県 温泉館 管理 関 条例（ ）（企業局総務課）…………………………………

◇鳥取県 温泉館 管理 関 条例

目的（第 条関係）

条例 、 温泉館（以下「温泉施設」 。） 管理 関 事項 定 目

的 。

指定管理者 管理（第 条関係）

温泉施設 施設設備 維持管理及 運営 関 業務 、知事 指定 法人 他 団体（以下「指

定管理者」 。） 行 。

指定管理者 管理 期間（第 条関係）

指定管理者 行 温泉施設 管理 期間 年間 。

開館時間及 休館日（第 条関係）

温泉施設 開館時間及 休館日 、指定管理者 知事 承認 得 定 。

利用 許可（第 条関係）

温泉施設 利用 者 指定管理者 許可 受 、 要件 定 。

利用 制限（第 条関係）

指定管理者 温泉施設 退去 命 者 定 。

料金（第 条関係）

（ ） 温泉施設 利用 係 料金 、別 定 、指定管理者 収入 収受

。

（ ）（ ） 場合 、指定管理者 、温泉施設 利用 、 知事 承認 得 定

額 料金 徴収 。

料金 減免（第 条関係）

指定管理者 、 知事 承認 得 定 基準 従 、温泉施設 利用料金 減免

。

企業管理規程 委任（第 条関係）

条例 施行 関 必要 事項 、企業管理規程 定 。

施行期日等

（ ） 条例 、平成 年 月 日 施行 。 、（ ） 公布 日 施行

。

（ ） 指定管理者 指定等 行為 、 条例 施行前 行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

（ ） 鳥取県営企業 設置等 関 条例 、所要 改正 行 。
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鳥取県 温泉館 管理 関 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県 温泉館 管理 関 条例

（目的）

第 条 条例 、地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条 第 項 規定 基 、鳥取県営企業

設置等 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号）第 条第 項及 第 項 規定 設置 温

泉館 管理 関 事項 定 目的 。

（指定管理者 管理）

第 条 知事 、地方自治法第 条 第 項 規定 基 、法人 他 団体 知事 指定

（以下「指定管理者」 。） 、 温泉館（以下「温泉施設」 。） 係 次 掲 業務 行

。

（ ） 温泉施設 施設設備 維持管理 関 業務

（ ） 前号 掲 、温泉施設 運営 関 業務 、知事 権限 属 事務 除

（指定管理者 管理 期間）

第 条 指定管理者 前条 規定 業務 行 期間 、前条 規定 知事 指定 受 日 属 年度

翌年度 月 日（当該指定 受 日 月 日 場合 、当該日） 年間 。 、再指

定 期間 更新 妨 。

（開館時間及 休館日）

第 条 温泉施設 開館時間 、指定管理者 知事 承認 得 定 。

温泉施設 休館日 、指定管理者 知事 承認 得 定 。

（利用 許可）

第 条 温泉施設 施設設備 利用 者 、指定管理者 許可 受 。

指定管理者 、 利用 次 各号 該当 場合 除 、前項 許可 。

（ ） 公 秩序 乱 、又 善良 風俗 害 認 。

（ ） 温泉施設 施設設備 損 、若 汚損 、又 認 。

（ ） 暴力団員 不当 行為 防止等 関 法律（平成 年法律第 号）第 条第 号 掲 暴力団

他集団的 又 常習的 暴力的不法行為 行 組織 利益 認 。

（ ） 前 号 掲 場合 、温泉施設 管理上支障 企業管理規程 定 場合 該当

。

（利用 制限）

第 条 指定管理者 、次 各号 該当 者 対 、温泉施設 退去 命 。

（ ） 温泉施設 施設設備 損 、若 汚損 、又 行為 者

（ ） 所定 場所以外 場所 喫煙 、又 飲食 者
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改 正 後 改 正 前

第 条 略

及 略

知事 、温泉施設 施設設備 保全等 事務 財団

法人鳥取県観光事業団 委託 。

（料金）

第 条 工業用水道 利用 、別表第 定

金額 分 乗 得 金額 料金 徴収

。

温泉施設 利用 、別表第 定

、料金 徴収 。 、回数券 料

金 徴収 場合 、企業管理規程 定

第 条 略

及 略

（料金）

第 条 工業用水道 利用 、別表 定 金

額 分 乗 得 金額 料金 徴収 。
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（ ） 他人 迷惑 及 、又 行為 者

（ ） 前 号 掲 者 、温泉施設 管理上支障 認 者 企業管理規程 定 者

（料金）

第 条 温泉施設 利用 係 料金 、別 定 、指定管理者 収入 収受

。

前項 規定 指定管理者 収入 料金 収受 場合 、指定管理者 、温泉施設

利用 、 知事 承認 得 定 額 料金 徴収 。

（料金 減免）

第 条 指定管理者 、 知事 承認 得 定 基準 従 、温泉施設 利用 係 料金 減免

。

（企業管理規程 委任）

第 条 条例 施行 関 必要 事項 、企業管理規程 定 。

附 則

（施行期日）

条例 、平成 年 月 日 施行 。 、次項 規定 、公布 日 施行 。

（準備行為）

第 条 規定 指定及 関 必要 手続 他 行為 、 条例 施行前 行

。

（回数券 関 経過措置）

条例 施行 際、次項 改正前 鳥取県営企業 設置等 関 条例第 条第 項 書 規定

発行 回数券 現 残存 、 使用 。

（鳥取県営企業 設置等 関 条例 一部改正）

鳥取県営企業 設置等 関 条例 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中項 表示 下線 引 項（以下「削除項」 。） 削 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（削除項及 別表 表示 除 。以下「改正部分」 。）

対応 次 表 改正後 欄中下線 引 部分（別表 表示 除 。以下「改正後部分」 。） 存

在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合

、当該改正後部分 加 。

次 表 改正前 欄中別表 表示 下線 引 別表（以下「移動別表」 。） 対応 次 表

改正後 欄中別表 表示 下線 引 別表（以下「移動後別表」 。） 存在 場合 、当該移

動別表 当該移動後別表 、移動別表 対応 移動後別表 存在 場合 、当該移動別表 削 。
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（料金 減免）

第 条 知事 、特別 理由 、企業管理規

程 定 、料金 減免

。

（罰則）

第 条 詐欺 他不正 行為 、第 条第 項

料金 徴収 免 者 、 徴収 免 金額

倍 相当 金額以下 過料 処 。

別表第 （第 条関係） 略

別表第 （第 条関係）

料金 区分 金額

児童又 中学校

生徒

人 回 円

高等学校 生徒、

学生又 一般人

人 回 円

（料金 減免）

第 条 知事 、特別 理由 、企業管理規

程 定 、工業用水道 利用 係 料

金 減免 。

（罰則）

第 条 詐欺 他不正 行為 、第 条 料金

徴収 免 者 、 徴収 免 金額 倍 相

当 金額以下 過料 処 。

別表（第 条関係） 略
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古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)


